
2014年 (平成 26年)11月 19日 (水 躍 日 ) 山手

地
元
で
は
根
強
い
反
対
の
声

地
下
に
整
備
さ
れ
る
東
京
外
郭
環
状
道
路
の
地

上
部
分
の
道
路

（
外
環

の
２
）
に

つ
い
て
、
都
の

都
市
計
画
審
議
会
は
十
八
日
、
練
馬
区
を
通
る
三

ロ
キ
区
間
を
片
側

一
車
線

で
幅
員

二
十

二
房
と
す
る

都
市
計
画
変
更
案
を
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。
都

は
今
後
、
事
業
認
可
申
請

に
向
け
て
地
元

へ
の
説

明
な
ど
を
進
め
る
。
地
元
で
は
反
対
も
根
強
く
、

「
計
画
の
問
題
点
を
社
会
に
広
め
て
い
く
」
と
の

声
が
あ
が

っ
た
。
　

　

　

　

　

　

（
杉
戸
祐
子
）

り
に
寄
与
し
、
地
域
が
抱
え
る

課
題
解
決
に
必
要
な
道
路
」

「地
元
の
練
馬
区
の
要
請
や
地

域
住
民
の
意
見
を
ふ
ま
え
た
」

な
ど
と
説
明
し
た
。
都
に
は

九
、
十
月
に
か
け
て
地
元
区
民

ら
か
ら
六
百
十
九
通
の
意
見
書

の
提
出
が
あ
り

「
地
域
分
断
と

環
境
破
壊
を
も
た
ら
す
」
な
ど

す

べ
て
が
反
対
意
見
だ

っ
た
。

計
画
に
反
対
す
る
練
馬
区
民

ら
で

つ
く
る

「
と
め
よ
う

『
外

環

の
２
』
ね
り
ま
の
会
」
メ
ン

バ
ー
ら
は
同
日
、
審
議
会
に
先

立

っ
て
都
庁
前
で
反
対
行
動
を

し

た
。

村

山

敦

子

事

務

局

長

侯
９
は

「
計
画
地
域
に
は
成
熟

し
た
住
宅
街
や
貴
重
な
自
然
を

残

す

都

立

石

神

井

公

園

が

あ

る
。
外
環
本
線
を
地
下
化
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
上

に
も

道
路
が
必
要
か
」
と
指
摘
し
、

「
（
外
環
の
２
の
計
画
に
含
ま

れ
る
）
三
鷹
市
や
杉
並
区
な
ど

他
区
市
の
住
民
と
と
も
に
運
動

外環の2
審
議
会
で
は
委
員
か
ら
道
路

の
必
要
性
や
住
民
合
意
、
周
辺

環
境
へ
の
影
響
を
た
だ
す
質
問

や
意
見
が
集
中
し
、
都
は

「利

便
性
向
上
や
沿
線
の
ま
ち
づ
く

埼
蓮
県
●
葉
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を
広
げ
て
い
き
た
い
」
と
話
し

た
。外

環
の
２
は
練
馬
区
東
大
泉

―
世
田
谷
区
北
鳥
山
間
九

ロ
キ
。

都
は
五
月
、
練
馬
区
間
三

ロ
キ
に

つ
い
て
幅
員
を

「片
側
一
車
線

で
歩
道
と
自
転
車
道
を
分
離

で

き
る
」
と
し
て

二
十

二
厨
と
す

る
方
針
を
示
し
、　
一
九
六
六
年

に
決
定
さ
れ
た
都
市
計
画
の
幅

員
四
十
房
か
ら
変
更
す
る
こ
と

を
発
表
し
て
い
た
。

して計 画反対 を訴 え る練 馬 区民 ら =都庁前で


